
戦

国

時

代

の

重

量

単

位

林

-;ft 
A』、

夫

巳

J
転
出
来
、
中
国
戦
国
時
代
の
重
量
制
度
は
甚
だ
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
中
で
主
主
の
単
位
重
量
に
つ
い
て
は
早
く
議
時
代
に
一

諸
説
が
あ
り
、
混
乱
が
生
じ
て
ゐ
る
。
筆
者
は
戦
国
時
代
の
遺
物
、
銘
文
の
資
料
を
利
用
し
て
鐸
と
媛
に
関
す
る
古
今
の
諸
説
を
整
理
し
て
誤
り
を
正
し
、
…

同
様
遺
物
の
証
拠
に
よ
っ
て
鎧
・
針
の
単
位
を
確
か
め
、
ま
た
漢
代
に
銘
・
銭
と
混
同
さ
れ
て
説
か
れ
て
ゐ
る
環
・
鈎
の
単
位
の
存
在
を
明
か
に
し
た
。
一

更
に
湖
南
省
長
沙
出
土
の
戦
国
時
代
分
銅
に
な
ら
っ
て
各
重
量
制
度
に
使
は
れ
た
分
銅
を
復
原
し
て
附
表
の
形
に
ま
と
め
、
戦
国
時
代
の
重
量
・
分
銅
制
…

度
は
前
記
の
も
の
、
そ
れ
以
外
の
も
の
も
大
部
分
両
録
制
一
義
制
ん
環
鈎
制
に
帰
し
、
そ
れ
ら
相
互
間
の
換
算
も
容
易
な
状
態
に
あ
り
、
重
量
制
の
全
…

国

的

統

一

の

趨

勢

は

最

終

段

階

に

進

ん

で

ゐ

た

こ

と

を

明

か

に

し

た

）

昨
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
西
周
時
代
の
金
文
に
記
録
さ
れ
た
賜
り

物
を
解
説
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
中
に
出
て
来
る
金
属
の
地
金
の
重

畿圏時代の重量単位（林）

量
単
位
、
等
、
鈎
が
ど
の
位
の
重
さ
を
指
す
も
の
か
、
大
体
の
目
安

が
得
ら
れ
る
か
と
考
へ
て
戦
国
時
代
の
同
名
の
単
位
に
つ
い
て
調
べ

て
み
た
。
先
学
の
研
究
を
読
み
、
関
係
資
料
に
当
っ
て
み
る
う
ち
、

先
人
の
戦
国
時
代
の
度
量
衡
に
関
す
る
同
時
代
資
料
の
文
字
の
読
み

方
や
解
釈
に
、
不
十
分
な
点
が
幾
っ
か
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
新

史
林

五
一
巻
二
号

一
九
六
八
年
三
月

た
に
解
読
を
行
ひ
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
ゐ
る
文
献
資
料
や
研
究
を

併
せ
考
へ
て
ゆ
く
と
、
戦
国
時
代
の
重
量
単
位
に
つ
い
て
は
、
従
来

よ
り
か
な
り
す
っ
き
り
し
た
形
で
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ

と
、
が
知
ら
れ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
多
少
と
も
進
歩
を
も
た
ら
す

こ
と
が
出
来
れ
ば
と
考
へ
て
こ
の
小
論
を
発
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
短
日
月
の
聞
に
調
べ
、
整
理
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
思
は
ね
間
違
ひ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
専
門
家
も
居
ら

J.09 (269) 



れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
指
正
を
賜
れ
ば
幸
で
あ
る
。

(1) 

長
沙
出
土
の
分
銅

iま

②
 

一
・
五
斤
以
下
は
西
安
市
西
郊
高
客
村
出
土
の
高
奴
一
石
権
か

(270) 

ら
割
り
出
し
た
一
斤
H

二
五
六
・
二
五

g
に
近
い
値
、

一
斤
H

二
五

110 

ムハ

g
を
便
宜
的
に
採
っ
て
あ
る
。
小
数
点
以
下
の
端
数
が
出
な
く
て

へ
て
く
れ
る
の
は
、
長
沙
戦
国
墓
出
土
の
分
銅
で
あ
る
。

い
づ
れ
も

戦
国
時
代
の
重
量
単
位
を
考
察
す
る
上
に
重
要
な
手
が
か
り
を
与
便
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
斤
以
上
は
一
斤
H

二
五

O
gと
し
て
目
安

の
目
方
が
記
し
て
あ
る
。
こ
れ
も
同
様
な
便
宜
的
理
由
に
よ
る
。
陳

環
状
を
な
し
た
青
銅
の
分
銅
で
、
天
秤
と
一
緒
に
発
見
さ
れ
て
ゐ
る
。

一
は
「
長
沙
市
出
土
」
と
い
は
れ
、

一
O
個
の
分
銅
が
あ
り
、
他
は

①
 

長
沙
左
家
公
山
十
五
号
基
か
ら
発
見
さ
れ
、
九
個
の
分
銅
が
あ
る
。

各
分
銅
の
目
方
は
一
二
七
頁
表
、

ω、
同
欄
に
示
し
た
ご
と
く
で
あ

る
。
下
の
三
つ
が
一
単
位
づ
っ
目
方
が
ふ
え
て
ゆ
く
他
は
倍
倍
の
目

夢
家
は
秦
の
始
皇
帝
が
列
国
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
度
量
衡
を
統
一
し

た
と
詔
の
中
で
自
慢
し
て
ゐ
る
に
か
か
は
ら
ず
、
造
物
に
徴
す
る
と

そ
の
統
一
は
戦
闘
時
代
に
既
に
大
体
出
来
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
漢
時
代

に
も
引
き
つ
、
が
れ
、

一
斤
の
目
方
も
戦
国
｜
漢
時
代
大
体
二
五

O
g

③
 

前
後
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
ふ
見
通
し
を
－
記
し
て
ゐ
る
。
こ
の
説
の

方
に
作
ら
れ
て
を
り
、
現
代
の
天
秤
の
分
銅
と
同
じ
制
で
あ
る

cω

当
否
は
や
が
て
明
か
に
さ
れ
る
が
、
秦
の
両
録
制
に
つ
い
て
は
確
か

欄
の
分
銅
の
上
か
ら
二
番
目
の
も
の
に
は
文
字
が
二
字
刻
さ
れ
て
ゐ

る
が
一
一
六
頁
に
記
す
ご
と
く
こ
の
文
字
の
意
味
は
十
分
明
か
で
な

く
、
ま
た
こ
の
長
沙
の
分
銅
が
如
何
な
る
重
量
単
位
に
用
ゐ
ら
れ
た

も
の
か
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。

ω欄
の
一
番
重
い
分
銅
の
目
方
二
五
一
・
五
一
ニ

g
を
見
れ
ば
何
人

も
直
ち
に
気
付
く
ご
と
く
、
こ
れ
は
秦
漢
時
代
の
一
斤
に
相
当
し

て
ゐ
る
。
そ
こ
で
末
尾
表

ω、
ω、
ω欄
に
は
漢
の
斤
両
録
制
度
の

目
方
を
長
沙
の
分
銅
に
対
応
さ
せ
て
記
入
し
た

cω
欄
の

g
の
目
安

に
さ
う
い
へ
る
。
大
体
の
目
安
と
し
て
は
こ
れ
で
大
き
な
誤
差
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
制
欄
の
二
斤
以
上
も
、
長
沙
戦
国
の
分
銅
の
制
に④

 

な
ら
ひ
、
倍
倍
で
目
方
を
記
入
し
た
。
的
欄
に
示
し
た
秦
権
の
目
方

も
十
二
斤
、
二
十
斤
を
除
い
て
こ
の
数
字
の
列
に
入
っ
て
来
る
の
で

糸町

4
G
。

」
こ
に
表
示
し
た
秦
漢
の
両
録
制
、
長
沙
の
分
銅
か
ら
知
ら
れ
る

こ
れ
と
同
じ
重
量
単
位
、
こ
れ
ら
に
使
は
れ
る
分
銅
の
シ
ス
テ
ム
を
、

仮
に
両
録
制
と
名
づ
け
て
お
か
う
。



2

錦
、
接

録
と
い
ふ
重
量
単
位
に
つ
い
て
は
漢
時
代
に
早
く
諸
説
が
あ
り
、

こ
れ
が
鋳
と
混
同
さ
れ
て
混
乱
を
増
し
て
ゐ
る
。
説
文
に
「
鎧
は
、

鐸
な
り
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
鏡
、
銀
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て

は
、
関
野
雄
が
次
の
ご
と
く
解
説
し
て
ゐ
る
。

戦国時代の重量単位（林）

ω
一
一
銭
二
五
分
の
一
三
と
す
る
説
一
説
文
』
（
巻
一
四
上
）
に

「
鋳
は
十
一
妹
二
十
五
分
録
の
十
三
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
一
見

甚
だ
奇
妙
な
数
で
あ
る
が
、
実
は
一

O
O鍔
が
三
斤
（
一
一
五
二
銑
）

に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω
六
両
二
ハ
鉱
と
す
る
説
右
の
説
文
の
後
文
に
「
北
方
、
二
十
両
を

も
っ
て
三
銭
と
為
す
」
と
い
い
、
考
工
記
冶
人
の
鄭
玄
の
注
に
「
許

叔
重
の
説
文
解
字
に
云
う
、
鍔
は
緩
な
り
と
。
今
東
茶
の
称
、
或
い

は
大
半
両
を
以
て
鈎
と
為
し
、
十
鈎
を
環
と
為
す
。
環
の
重
さ
は
六

両
大
半
両
な
り
」
と
あ
る
。
環
と
緩
は
音
通
で
あ
ろ
う
。
大
半
両
と

い
う
の
は
、
三
分
の
二
両
つ
ま
り
一
六
銭
で
あ
る
か
ら
、
六
両
大
半

両
は
ニ

O
雨
の
三
分
の
一
と
同
じ
く
、
六
両
と
一
一
一
分
の
二
両
、
す
な

わ
ち
六
両
二
ハ
妹
に
当
る
わ
け
で
あ
る
。

ω
六
両
と
す
る
説
『
尚
喜
』
呂
刑
篇
の
孔
安
国
の
伝
に
「
六
両
を
銭

と
日
う
」
と
あ
り
、
買
達
・
馬
融
・
王
粛
な
ど
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

と
。
大
変
こ
み
入
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
問
題
を
考
へ
る
上
に
、
先
づ

『
説
文
』
に
「
録
は
鍔
な
り
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
が
問
題
で
あ
る
。
戴

震
は
後
一
一
一
一
頁
に
引
く
ご
と
く
鍛
と
鋳
を
同
一
と
す
る
の
は
誤
り

⑤
 

だ
と
い
ふ
説
で
あ
る
。
郭
沫
若
も
「
古
文
に
A

止
す
を
回

（
図
四
文
字
表
参

照
。
以
下
こ
の
体
裁
の
記
号
は
同
表
を
み
よ
）

品
一
広
を
固
に
作

に
作
り
、

り
、
判
然
と
二
字
な
り
。
漢
人
誤
読
し
て
混
清
す
」
と
い
っ
て
ゐ
る
。

こ
こ
に
い
ふ
古
文
と
は
西
周
の
金
文
で
あ
る
。
西
周
金
文
に
等
字
の

例
は
多
い
。
然
し
金
文
の
妥
の
字
は
金
文
編
同
辛
伯
鼎
、
続
季
子
白

盤
、
散
氏
盤
が
引
か
れ
て
ゐ
る
が
、
辛
伯
鼎
は
拓
本
で
み
て
も
す
ぐ

わ
か
る
ご
と
く
た
が
ね
彫
り
の
偽
刻
で
あ
り
、
続
季
子
白
盤
も
偽
銘

⑦
 

で
あ
る
こ
と
は
我
が
聞
の
多
く
の
研
究
者
の
よ
く
知
る
所
で
あ
る
。

散
氏
盤
も
刻
刻
に
よ
る
字
形
の
変
形
が
著
る
し
く
、
果
し
て
原
銘
が

さ
う
な
っ
て
ゐ
た
か
疑
問
が
あ
る
。
即
ち
郭
氏
の
や
う
に
、
金
文
に

ゑ
リ
霊
は
金
文
で
別
字
だ
と
い
ふ
こ
と
は
言
へ
な
い
。
然
し
鍔
と
援
が

字
形
が
近
く
、

い
づ
れ
も
漢
代
に
使
は
れ
な
く
な
っ
た
重
量
単
位
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
漢
代
に
誤
読
、
混
同
さ
れ
た
で
あ
ら
う
こ
と

は
、
戴
震
、
郭
沫
若
の
い
ふ
通
り
と
考
へ
ら
れ
る
。
鏡
と
鋳
は
同
じ

も
の
で
な
い
と
い
ふ
前
提
に
立
っ
て
整
理
を
試
み
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
先
づ
「
説
文
』
に
「
訴
は
十
一
鍬
二
十
五
分
鉱
の
二
二
」

(271) 

と
い
ふ
の
は
果
し
て
鋳
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
鎮
で
あ
ら
う
か
。

111 



」
の
半
端
な
数
が
、
本
来
半
両
、

一
二
銑
で
あ
る
べ
き
な
の
を
、

0
0錦
が
三
斤
と
い
ふ
概
数
か
ら
逆
に
算
出
し
た
か
ら
こ
の
や
う
な

数
字
が
出
た
の
だ
と
い
ふ
の
は
徐
瀬
の
『
説
文
解
字
注
築
』
の
説
明

一
一
一
妹
は
附
表
に
み
る
ご
と
く
、
約

八
g
で
あ
る
。
こ
れ
が
鍔
と
す
る
と
、
制
節
に
記
す
遺
物
か
ら
算
出

し
た
一
鍔
約
了
二
同
の
値
と
大
変
な
違
ひ
が
あ
る
。
然
し
、
こ
れ
ら

で
、
恐
ら
く
誤
り
な
か
ら
う
。

は
別
の
シ
ス
テ
ム
の
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
や
う
な
懸
隔
が
あ
っ
て

一
二
四
頁
に
記
す
ご
と
く
鈎
、
斤
（
新
）
、
環
（
景
）

に
同
様
な
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
十
二
鍬
の
値
が
本
当
は
錫

も
不
思
議
は
な
い
。

に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
援
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
今

は
錠
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
以
下
に
記
す
や
う
な
説

(272) 

明
、
が
つ
く
の
で
あ
る
。

112 

即
ち
、
戴
震
は
『
考
工
記
図
』
冶
人
の
条
に
、

緩
鍔
の
家
体
は
謁
り
易
し
。
説
者
合
せ
て
一
と
な
す
。
恐
ら
く
未
だ
然

ら
ざ
ら
ん
。
緩
は
読
む
こ
と
丸
の
如
し
。
十
一
妹
二
十
五
分
鎌
之
十
三

に
し
て
、
境
は
そ
の
仮
借
字
な
り

と
い
ふ
。

境
は
冶
人
に

冶
人
殺
矢
を
作
る
。
刃
は
長
さ
寸
、
囲
は
寸
、
鎚
は
こ
れ
を
十
に
す
。

重
さ
三
境

と
出
て
来
る
。

一
尺
を
仮
に
約
二

O
叩
と
す
る
と
、
刃
の
長
さ
一
一
回
、

し

説
文
に
鍔
の
目
方
と
し
て
引
か
れ
る

「二

O
両
を
三
錦
と
な

の
資
料
を
以
て
し
て
は
決
定
的
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
然
周
囲
二
個
、
挺
の
長
さ
二

O
佃
の
嫉
と
い
ふ
と
、
戦
国
時
代
か
ら
多

く
現
れ
る
、
挺
の
非
常
に
長
い
三
角
鱗
の
類
と
思
は
れ
る
。

一
境
を

す
」
と
い
ふ
説
は
、
前
引
関
野
の
解
説

ωを
見
る
と
わ
か
る
や
う
に
、

当
時
北
方
で
行
は
れ
た
「
環
」
を
音
通
で
「
銀
」
と
解
釈
し
、
銀
は

鮮
だ
と
い
ふ
説
を
援
用
し
、
環
↓
録
↓
鋳
と
い
ふ
推
理
を
経
て
成
立

し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
説
文
の
鋳
の
説
解
に
記
さ
れ
る
一
一
銑

五
分
の
一
三
と
い
ふ
説
も
、
銀
は
鍔
だ
と
い
ふ
考
へ
に
よ
っ
て
、
錘

の
目
方
を
援
用
し
て
ゐ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
今
仮
に
『
説
文
』

に
記
さ
れ
る
一
一
妹
二
五
分
の
一
一
二
（
一
一
一
鍬
）
と
い
ふ
鮮
の
目
方

一
一
一
録
と
す
る
と
三
境
は
約
二
四

g
で
あ
る
。
冶
人
に
記
さ
れ
る
の

と
大
体
近
い
遺
物
、
例
へ
ば
『
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
考
古
資
料

目
録
』
三
、
金
属
製
品
、

一
二
七
図
一
番
左
、
同
一
三
九
図
の
も
の

を
計
量
し
て
み
る
と
、
夫
ヒ
一
五
・
四
五

g
、
二
五
・
二
一
一
一

g
で
あ

る
。
即
ち
、
治
人
に
記
さ
れ
る
境
、
即
ち
銭
が
二
一
妹
に
当
る
目
方

の
単
位
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
遺
物
と
大
き
な
蹴
簡
を
生
じ
な
い
の

で
あ
る
。
銭
は
鍔
だ
と
い
ふ
考
へ
に
よ
っ
て
、

『
説
文
』
は
こ
の
銭



の
目
方
を
鋳
の
説
解
に
記
し
た
の
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
か
で

＆め
4
G
。

次
に
前
引
関
野
解
説
の

ωに
引
か
れ
る
ご
と
く
、

『
尚
喜
』
呂
刑

「
其
罰
百
鍍
」
の
孔
安
国
伝
に

六
両
を
援
と
い
ふ

と
あ
る
。
こ
の
鏡
は
果
し
て
銭
な
の
か
、
郵
な
の
か
。
戴
震
は
『
考

工
記
図
』
前
引
の
条
の
続
き
に
、

時
討
は
読
む
こ
と
刷
の
如
し
：
：
：
呂
刑
の
緩
は
当
に
鍔
と
な
す
べ
し
。
故

に
史
記
に
率
に
作
り
、
漢
書
に
選
に
作
り
、
伏
生
の
大
伝
に
餅
に
作
る

と
い
ふ
。
さ
う
す
る
と
「
六
両
」
と
い
ふ
値
は
鍔
の
目
方
で
あ
る
こ

と
は
決
定
的
で
あ
る
。

六
両
に
当
る
錦
は
『
小
爾
雅
』
広
衡
に
も
出
て
来
る
。
即
ち

戦国時代の重量単位（林）

二
十
四
鉄
を
両
と
い
ひ
、
両
有
半
を
捷
と
い
ふ
。
捷
を
倍
せ
る
を
挙
と

い
ひ
、
挙
を
倍
せ
る
を
鍔
と
い
ふ
。
鍔
は
こ
れ
を
緩
と
い
ふ
。
二
緩
四

両
は
こ
れ
を
斤
と
い
ふ
。
斤
十
は
こ
れ
を
衡
と
い
ひ
、
衡
有
半
は
こ
れ

を
秤
（
陶
）
と
い
ふ
。
称
二
は
こ
れ
を
鈎
と
い
ひ
、
鈎
四
は
こ
れ
を
石

と
い
ふ

と
。
こ
こ
に
鎧
に
つ
い
て
は
「
倍
挙
日
錦
、
鋳
謂
之
鏡
、
二
銭
四
両

謂
之
斤
」
と
あ
る
。
こ
の
文
章
中
「
二
銭
四
両
」
と
あ
る
援
は
鍔
で

あ
っ
た
は
づ
で
あ
る
。
各
単
位
の
説
明
は
尻
取
り
式
に
記
述
さ
れ
て

」
の
テ
キ
ス
ト
は
本
来
「
倍
挙
日
鍔
（
註
、
鍔
調
之
緩
）
、

ゐ
る
か
ら
、

一
一
一
骨
四
両
謂
之
斤
」
と
な
っ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
を
附
表
に
記
入
し
た
の
が
肘
欄
で
あ
る
。
こ
の
表
で
み
れ
ば
直

ち
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
一
錦
が
六
両
で
『
尚
書
』
孔
伝
の
説
と
合
致

⑨
 

し
て
ゐ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

関
野
雄
同
『
周
礼
』
考
工
記
、
桃
氏
に
上
、
中
、
下
制
の
剣
の
目

方
が
夫
々
九
錦
、
七
錦
、
四
留
と
出
て
来
る
の
に
着
目
し
、
夫
と
の

制
に
大
体
入
っ
て
来
る
戦
国
時
代
青
銅
剣
の
遺
物
の
目
方
を
計
り
、

こ
れ
か
ら
一
錦
の
重
さ
を
割
り
出
す
と
大
体
一

O
O
g前
後
に
な
る

こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
六
両
に
当
る
鍔
の
単
位
が
戦
国
時
代
に
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

さ
き
に
一
境
（
銀
）
の
単
位
を
刷
欄
の
一
一
一
鍬
の
列
に
記
入
し
た

が
、
境
（
銭
）
の
単
位
が
使
は
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
分
銅
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
さ
き
の
長
沙
の
分
銅
の
シ
ス
テ
ム
に
な
ら
ひ
、

一
一
一
と
い
ふ
や
う
な
分
銅
を
表
に
書
き
込
ん
で

み
る
。

そ
こ
で
気
が
つ
く
こ
と
は
、
こ
の
各
分
銅
の
目
方
は
、

一
境

の
も
の
を
除
き
、

『
小
閑
雅
』
の
両
、
捷
、
挙
、
鍔
に
対
応
す
る
こ

と
で
あ
る
。
十
二
境
（
銭
）
は
一
鍔
な
の
で
あ
る
。
境
の
十
二
倍
の

(273) 

単
位
が
鋳
と
呼
ば
れ
た
か
ど
う
か
は
証
拠
が
な
い
が
、
こ
の
分
銅
の
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対
応
か
ら
み
て
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
確
か
と
し
て
も
、

兎
も
角
同
じ
シ
ス
テ
ム
の
分
銅
を
用
ゐ
た
重
量
単
位
中
に
鍍
と
鮮
が

入
っ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
漢
時
代
の
録
と
鋳
の
混
乱
の
重
要
な

原
因
は
字
形
の
近
似
以
外
に
も
う
一
つ
、
こ
こ
に
も
あ
っ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。

ま
た
か
う
い
ふ
こ
と
も
考
へ
ら
れ
よ
う
。
既
に
使
は
れ
な
く
な
っ

た
一
境
（
銀
）
か
ら
一
一
一
境
（
録
）

H

鍔
？
の
一
連
の
分
銅
が
残
つ

て
ゐ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
は
長
沙
出
土
の
分
銅
の
ご
と
く
目
方
の
単

位
が
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
れ
が
鐸
・
銭
の
も
の
と
わ
か
つ
て
ゐ
た

と
し
て
も
、

一
鋳
は
ど
れ
の
目
方
か
、

一
銭
は
ど
れ
の
目
方
か
に
つ

い
て
、
ど
の
や
う
な
混
乱
が
起
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
で
は
な

、、
s
o

b
・刀的

、
制
欄
に
示
し
た
重
量
単
位
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
に

使
は
れ
た
分
銅
が
、
両
録
制
の
も
の
の
中
聞
に
挟
ま
っ
て
来
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
仮
に
鍔
録
制
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

な
ほ
鍔
鏡
と
関
聯
し
た
鍔
が
六
両
二
ハ
妹
だ
と
い
ふ
説
は
第
伺
節

に
論
ず
る
。

従
来
「
部
品
一
ご
と
呼
ば
れ
る
貨
幣
の

「是」

に
つ
い
て

は
附
論
に
、
布
筆
に
出
て
来
る
「
等
」

に
つ
い
て
は
第

ω節
に
記
す

の
で
こ
こ
に
は
触
れ
な
い
。

(3) 

鑑

釘

新
は
戦
国
時
代
の
布
銭
に
半
折
、

一
折
、
二
新
等
と
記
さ
れ
て
多

く
出
て
来
る
。
各
地
鋳
造
の
布
銭
で
釘
の
単
位
を
記
し
た
も
の
の
重

⑪
 

さ
を
、
王
航
鐙
の
表
に
よ
っ
て
通
覧
し
て
み
る
と
、

一
新
が
二
ハ

g

を
超
え
る
も
の
は
極
く
少
く
、
ま
た
8
g
を
下
る
も
の
も
ま
た
稀
で
、

⑫
 

一
O
J
一
二
、
三

g
程
度
の
も
の
が
多
い
。
さ
き
の
戦
国
時
代
の
分

銅
の
シ
ス
テ
ム
の
表
に
こ
の
新
の
単
位
を
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
れ

(;f 

一
斬
は
郵
鍛
式
の
一
八
鍬
こ
二

g
）
の
と
こ
ろ
に
当
て
は
ま

り
さ
う
で
あ
る
。

た
て
ま
へ
と
実
際
に
か
な
り
の
違
ひ
の
あ
っ
た
こ

と
は
同
じ
一
新
の
貨
幣
の
目
方
に
聞
き
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
十

分
う
か
が
は
れ
る
が
、

」
れ
で
よ
い
か
ど
う
か
は
次
に
記
す
別
な
証

拠
平に
安よ
邦つ
鼎⑬て
に確

か
め
ね
ば
な
ら
な

品
川
三
年
平
安
邦
析
客
、
容
四
分
、
商
五
益
六
斤
半
斤
四
分
斤

ト
」
＆
め
4
G
。
一
二
字
自
の
文
字
は
斉
〉
－
読
み
、
天
秤
量
の
梓
が
左
右
斉

し
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
で
、
称
、
衡
と
い
ふ
の
と
同
じ
言
い
方
と
考

へ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
下
は
勿
論
目
方
の
記
述
で
あ
る
。
五
益
六
斤
：
・

・
：
と
い
ふ
か
ら
、
斤
の
上
に
益
（
鎧
）

の
単
位
の
あ
っ
た
こ
と
が
第
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一
に
知
ら
れ
る
。
鐘
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
る
ご
と
く
二

O
両
と

い
ふ
説
と
、
二
四
両
と
い
ふ
説
と
が
あ
る
。
さ
き
に
布
銭
に
よ
っ
て

想
定
し
た
一
八
録
を
一
釘
と
し
て
、
長
沙
の
分
銅
に
な
ら
っ
て
倍
倍

し
て
ゆ
く
と
、
三
二
釘
が
二
四
両
に
な
る
（
附
表
帥
欄
）
。

さ
う
す

る
と
、
前
引
鼎
銘
に
出
て
来
る
斤
（
斬
）

の
上
の
単
位
の
錨
は
二
四

両
の
鐘
ら
し
い
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
に
記
し
た
想
定
が
正
し
い
こ
と
は
、
こ
の
鼎
の
目
方
に
よ
っ
て

証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
鼎
は
現
在
上
海
博
物
館
に
収

一
九
八

O
gあ
る
と
い
持
。
銘
文
に
よ
り
こ
の
鼎
の
目
方

蔵
さ
れ
、

は
五
鐘
六
・
七
五
ι別
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
さ
き
の

私
の
仮
説
に
よ
り
一
一
一
一
一
釘
が
一
錨
と
じ
、

由
寸
回

目
、
＋
ー
－
－
N
u
g∞C
田

ω
N
 

と
な
り
、
計
算
す
る
と

z
は
約
三
七
九
・
九
七

g
と
出
る
。
こ
れ
は

一
錨
を

z
g
と
す
れ
ば

二
四
両
の
値
そ
の
も
の
で
あ
る
。
二
四
両
は
一
・
五
斤
だ
か
ら
、

戦国時代の重量単位（林）

四
両
が
三
七
九
・
九
七

g
の
時
の
一
斤
は
二
五
二
・
五

g
で
、
戦
国

⑮

⑮

 

か
ら
漢
の
一
斤
の
低
に
よ
く
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
さ
き
の
筆

者
の
想
定
が
正
し
か
っ
た
こ
と
が
証
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

鑑
、
新
の
単
位
が
こ
れ
で
明
か
に
な
っ
た
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

附
表
を
み
れ
ば
明
か
な
ご
と
く
こ
れ
も
第

ω節
で
－
記
し
た
鍔
鍾
制
の

シ
ス
テ
ム
の
分
銅
を
用
ゐ
る
重
量
単
位
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ほ

平
安
邦
鼎
の
銘
に
「
六
斤
半
斤
四
分
斤
」
と
い
ふ
記
し
方
が
な
さ
れ

て
ゐ
る
所
を
み
る
と
、
こ
の
単
位
の
分
銅
に
は
一
新
の
下
に
半
折
、

四
分
新
の
分
銅
が
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
附
表
制
欄
に
こ
れ
が
記

入
し
て
あ
る
の
は
こ
の
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

『
史
記
』

他
に
、
鐘
に
は
二
四
両
、
二

O
両
と
い
ふ
説
の
ほ
か
、

燕
召
公
世
家
「
子
之
因
遺
蘇
代
百
金
」
の
正
義
に
引
く
臣
噴
の
説
に

秦
は
一
溢
を
一
金
と
為
す

と
あ
り
、

『
文
選
』
王
命
論
「
所
願
不
過
一
金
」
の
注
に
引
く
章
昭

の
説
に一

斤
を
一
金
と
為
す

一
斤
が
一
錨
と
い
は
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
険

⑫
 

西
省
輿
平
県
念
流
案
出
土
の
漢
代
の
金
餅
は
二
五

O
g、
即
ち
一
斤

と
あ
る
。

中め
4
9
0

一
金
日
一
斤
H

一
錨
と
は
こ
の
単
位
を
呼
ん
だ
も
の
に
違
ひ

c
、。

ナ
J

一’u

そ
の
内
の
一
つ
に
「
位
両
半
」
と
文
字
が
刻
さ
れ
て
ゐ
る
。

第
一
の
文
字
は
或
い
は
益
（
鏡
）
か
も
知
れ
な
い
が
、
報
告
に
示
さ

れ
た
拓
本
が
粗
末
な
た
め
確
か
め
得
な
い
。
ま
た
「
益
両
半
」
と
読

(275) 

ん
で
も
意
味
は
取
れ
な
い
。

鐘
に
関
聯
し
た
資
料
で
も
う
一
つ
、
前
引
長
沙
戦
国
墓
出
土
の
分
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図1 長沙出土
銅権銘文（北
京歴史博物館
1954.61) 

銅
の
う
ち
、
第
二
の
も
の
、

の即
にち
はー
図二
一⑬四
の・

字七
カf g 
刻の
さも

れ

「
鈎
益
」
と
釈
さ
れ
て

ゐ
る
。
上
の
文
字
が
ど
う
し
て
鈎
と
釈
さ
れ
た
の
か
、
我
我
の
手
に

し
う
る
資
料
か
ら
は
全
然
見
当
も
つ
か
な
い
。
第
二
の
文
字
は
「
益
」

即
ち
錨
と
釈
し
て
よ
い
と
思
は
れ
る
。
こ
の
「
益
」
の
字
は
前
引
の

平
安
邦
鼎
銘
の
益
と
殆
ん
ど
同
じ
作
り
に
書
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
分

銅
は
半
斤
に
当
り
、
益
（
鐘
）
は
一
・
五
斤
だ
か
ら
、
こ
の
分
銅
は

一
錨
の
三
分
の
一
、
即
ち
昔
の
用
語
で
い
へ
ば
「
小
半
鐘
」
に
当
る
。

上
の
文
字
は
読
め
な
い
が
或
ひ
は
こ
の
や
う
な
意
味
の
文
字
を
、
他

の
シ
ス
テ
ム
の
重
量
制
度
に
転
用
す
る
時
の
便
宜
上
註
記
し
て
お
い

た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
然
し
、
上
の
文
字
の
解
釈
が

出
来
る
ま
で
、
こ
の
文
字
の
意
味
は
保
留
し
て
お
き
た
い
。

(4) 

守

六
両
に
当
る
鍔
の
単
位
に
つ
い
て
は
第

ω節
に
記
し
た
。
同
名
の

単
位
は
戦
国
時
代
の
布
銭
に
も
出
て
来
る
。
こ
れ
は
第

ω節
に
記
し

た
も
の
と
は
別
の
シ
ス
テ
ム
に
属
す
る
。

l ‘〉

図2 2幹布銭と楚前j(1，王 1957，図
版17,4 2，同5 3，同 7 4，鄭
1958, 124頁 5，河南省文化局1957.
222号）
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」
の
等
の
単
位
が
ど
の
位
の
重
さ
の
も
の
か
を
知
る
第
一
の
手
が

か
り
は
、
図
二
、

1
に
示
し
た
布
銭
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
こ
の
布

銭
の
銘
文
で
問
題
が
あ
る
の
は
、
右
の
行
の
第
二
字
で
あ
る
。
通
常

充
と
読
ま
れ
て
ゐ
る
が
、
充
な
ら
ば
下
は
ん
に
従
は
ね
ば
な
ら
な
い

⑬
 

が
、
こ
の
銭
文
は
そ
の
点
が
合
は
な
い
。
鄭
家
相
は

旧
く
充
と
釈
し
、
或
ひ
は
奇
と
釈
し
、
或
ひ
は
親
と
釈
す
。
皆
非
な
り
。

応
に
考
と
釈
す
ベ
し
、
説
文
に
「
考
、
者
也
、
大
に
川
机
ひ
寺
の
声
」
と
。

張
大
の
義
な
り
。
考
釘
と
は
大
釘
な
り

題
な
い
。

と
い
ふ
。
今
の
所
こ
の
説
が
ま
づ
よ
さ
さ
う
で
あ
る
。
他
は
別
に
問

梁
考
新
、
五
十
尚
（
当
）
乎



と
読
め
る
。
念
の
た
め
説
明
す
れ
ば
、
五
十
は
合
文
で
、
二
と
あ
る

の
は
勿
論
「
一
こ
字
で
な
く
合
文
符
号
で
あ
る
。
図
二
、

5
に
示
し

た
の
は
信
陽
長
台
関
一
号
墓
出
土
の
楚
筒
か
ら
採
っ
た
も
の
で
、

「
四
十
又
八
」
と
あ
る
。

「
四
十
」
の
右
下
に
あ
る
の
が
合
文
符
号

で
「
一
こ
で
な
い
こ
と
は
下
に
「
又
（
有
）
八
」
が
あ
る
こ
と
か
ら

知
ら
れ
る
。
こ
の
「
十
」
字
を
左
に
片
寄
せ
た
「
四
十
」
の
書
き
方

は
布
銭
の
五
十
」
の
書
き
方
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
銘
文
の
意

味
は

と

ふ梁
1、I の

任思
可」苓
取結

t宅時、

お宝 こ

な れ
力、が

ら 3手
三＠僧

で
有子
各

当
る

右
に
記
し
た
銘
文
の
着
け
ら
れ
た
布
銭
の
目
方
は
、
王
銃
詮
の
計

っ
た
十
個
の
う
ち
で
最
も
重
い
の
は
二
八
・

O
二

g
、
最
も
軽
い
の

＠
 

は
一
七
・
四

O
gと
い
ふ
。
平
均
大
略
二
釘
に
相
当
す
る
と
予
想
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
五

O
枚
で
等
に
相
当
す
る
と
い
ふ
の
だ

戦国時代の重量単位（林）

か
ら
、
二
釘
H

三
六
銑
の
五

O
倍
で
一
八

O
O妹
で
あ
る
。

考
工
記
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
考

も 工
の 記
とは
さ τ
むと
る使

は
究＠れ

て
ゐ
る

方
毛三~

i=i 

か
ら
み

て

斉
人
の
作
っ
た

に
対
し
、

ノ、
両
と

ふ
錦
の
単

即位
ち は
貌 斉
のの
も制
の で
で、＠あ
、る

」
こ
に
資
料
と
し
た
布
銭
は
梁
、

地
域
が
違
ふ
し
両
地
は
通
用
し
た
貨
幣
の
形
式
の
相
違
に
よ
っ
て

経
済
闘
の
違
ひ
も
推
測
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

別
の
値
を
も
っ

た
単
位
が
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。

な
ほ
こ
こ
に
布
銭
か
ら
算

出
し
た
こ
の
単
位
は
第
例
節
の
鋳
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、

時
代
の
銘
文
の
文
字
を
借
り
て
呼
の
文
字
を
以
て
示
す
こ
と
に
す

る
さ
て
こ
の
等
の
値
を
推
算
す
る
も
う
一
つ
別
の
資
料
は
洛
陽
金
村

か
ら
出
土
し
た
と
い
ふ
青
銅
器
で
あ
る
。
出
土
地
か
ら
い
っ
て
周
乃

至
韓
で
使
は
れ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
さ
き
の
梁
の
布
銭
と
同
じ
文

化
、
経
済
圏
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
守
の
単

O
銑
は
約
四
・
七
斤
に
当
る
か
ら
、

一
斤
二
五
六

g
と
し
て
計
算

一
八

O

位
で
目
方
を
記
し
た
銘
文
を
も
っ
た
こ
の
関
係
の
器
で
目
方
の
わ
か

る
も
の
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

大
略
一
二

O
O
g
が
こ
の
布
銭
に
記
さ
れ
た
一
等
の
値

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
第

ω節
に
記
し
た
六
両
（
約
九
六

g）

と
は
甚
だ
し
く
違
っ
た
数
値
で
あ
る
。

す
る
と
、

の
鋳

さ
き
の
鋳
銀
は

『
周
礼
』

① 

紡

「
四
斗
句
客
、
四
予
廿
三
畑
、
右
内
飲
、
廿
一
」
｜
｜
五
四
五

＠
 

北
京
消
華
大
学
蔵

「
四
斗
句
客
、
四
等
十
三
、
工
園
、
右
内
飲
、
廿
四
｜
｜
h

五・

og 

②

銑

同
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二
二
同
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
内

薄
く
硬
い
繍
に
覆
は
れ
る
が
、
破
損
、
修
理
な
く
完
好
。

③
紡
「
四
斗
句
客
、
四
警
廿
三
畑
、
議
、
右
内
飲
、
十
七
」
｜
｜
約

ロ
寸
宮
、
（
五
一
旦
一
一
、

og）
王
立
オ
ン
タ
リ
オ
博
物
館
蔵
（

5
5

Z
回

ω
O
U
A
H）

修
理
な
く
完
全
。
金
属
は
所
所
鉱
物
質
化
し
、
鋪
が
斑
状
に
あ
り
、

そ
の
一
部
は
赤
銅
鉱
質
の
部
分
を
露
す
た
め
最
近
除
去
さ
れ
て
ゐ
る
。

一
六
分
の
一
イ
ン
チ
×
一
六
分
の
三
イ
ン
チ
の
小
孔
が
側
面
底
に
近

＠
 

い
所
に
あ
る
。

④
鈎
「
四
斗
句
客
、
四
寺
廿
二
畑
、
輩
、
右
内
飲
、
十
五
」
｜
｜
約

，
 

Ho
中日
σ印
（
四
八
七
六
一
一
g
）
王
立
オ
ン
タ
リ
オ
博
物
館
蔵
（

2
5

（

Z
回

ω
N
C
C）

完
好
と
は
い
へ
ず
、
も
と
も
と
非
常
に
良
い
鋳
造
口
聞
で
な
か
っ
た
こ

と
は
明
か
で
あ
る
。
一
つ
の
銭
の
下
部
か
ら
右
の
部
分
に
か
け
て
一

二
平
方
イ
ン
チ
以
上
の
大
き
な
部
分
が
粘
土
で
修
理
さ
れ
、
青
銅
器

に
似
せ
た
色
が
塗
ら
れ
て
ゐ
る
。
口
縁
の
一
部
は
完
全
に
鉱
物
質
化

し
、
数
個
所
で
ひ
び
割
れ
て
ゐ
る
。
本
来
あ
っ
た
緑
色
の
鋪
は
恐
ら

く
機
械
的
方
法
を
以
て
殆
ん
ど
完
全
に
除
去
さ
れ
て
ゐ
る
。

③
紡
「
五
三
一
因
、
四
斗
句
客
、
畑
、
左
内
飲
、
八
」

1
l約
Z

5
凹
（
六
三
五
0
・四
g
）
王
立
オ
ン
タ
リ
オ
博
物
倍
榊
（

HUmsz

ω
。∞ω）一

つ
の
鎮
は
破
損
し
、
修
理
さ
れ
て
ゐ
る
。
も
う
一
方
の
録
は
以
前

に
修
理
さ
れ
て
ゐ
た
が
現
在
は
破
損
し
、
残
片
が
器
内
に
あ
る
。
足

の
一
面
、
笠
録
番
号
を
記
入
し
た
所
の
上
に
あ
る
円
形
の
つ
ぎ
は
、

古
代
の
修
理
の
痕
ら
し
い
。
破
損
し
た
録
の
上
に
小
孔
あ
り
。
（
以

下
鏑
の
記
述
略
）
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③ 

有
蓋
鼎
「
公
左
図
岳
、
重
舜
三
時
寸
七
個
」
｜
｜
蓋
七
六
七
・
五

g
、
器

二
四
八

O
g王
立
オ
ン
タ
り
オ
博
物
館
側
（

HS
ロ
D
Z
E
2
m）

蓋
は
三
ケ
所
に
縁
か
ら
ひ
び
割
れ
が
入
っ
て
ゐ
る
。
繍
は
：
：
：
（
中

略
）
。
器
は
全
般
に
完
好
。
底
に
四
分
の
一
イ
ン
チ
×
一
六
分
の
一
一
一

イ
ン
チ
の
楕
円
の
孔
、
口
縁
に
も
八
分
の
一
イ
ン
チ
×
一
六
分
の
一
一
一

イ
ン
チ
の
孔
あ
り
（
以
下
鍬
の
記
述
略
）
。

こ
の
手
の
銘
文
の
読
み
方
の
概
略
を
予
め
説
明
し
て
お
く
と
、
始
め

の
「
四
斗
句
客
」
の
四
斗
は
器
の
容
量
、
句
客
は
前
引
平
安
邦
鼎
に

も
出
て
来
た
か
ら
容
器
の
名
で
な
く
、

「
客
を
何
と
か
す
る
も
の
」

と
い
ふ
用
途
を
記
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
次
の
「
四
ゑ
Hri
－－」

は
こ
の
器
の
目
方
で
あ
る
。
⑥
に
「
重
商
（
称
）
三
え
Hf
・
－
：
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
明
か
で
あ
る
。
そ
の
次
の
回
、
聾
は
②
に
「
工
固
」
と

あ
る
か
ら
工
人
の
名
と
知
ら
れ
る
。
右
内
飲
は
こ
の
器
の
置
か
れ
た

役
所
名
、
最
後
の
数
字
は
登
録
番
号
と
考
へ
ら
れ
る
。

四
等
廿
三
組
等
と
あ
る
等
の
下
の
単
位
を
示
す
聞
と
釈
し
た
字
は

＠
 

固
に
作
ら
れ
る
が
、
何
と
読
む
べ
き
か
明
か
で
な
い
。
郭
沫
若
は



拝
、
即
ち
指
字
に
し
て
、
境
と
讐
声
を
な
し
、
兼
ね
て
対
転
な
り

一
体
こ
の
字

＠
 

が
如
何
に
し
て
拝
と
釈
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
李
学
勤
は
判
明
と
釈
し

と
い
ふ
が
、
こ
の
字
は
明
か
に
升
に
従
ひ
固
に
従
ふ
。

て
ゐ
る
が
圏
は
半
と
み
る
に
は
、
ど
う
み
て
も
「
八
」
の
要
素
が
足

り
な
い
。
こ
こ
に
は
固
の
要
素
は
不
明
と
し
て
畑
と
し
て
お
い
た
。

さ
て
①
1
⑥
の
資
料
を
み
る
と
、
②
は
ょ
い
と
し
て
、
①
は
保
存

の

式カf「玉」－；；；：「
w "' "' 出＋＋

・, '<!IW'<!!t:l 
｜決 I><

こ｜｜｜｜

れ巴 E
を N 印

己コ 0 
解 開聞

く
).-

N
W
H
M旧
日
・
∞
四

ぃ、北町
U
E印

と
な
る
。
他
の
組
合
せ
か
ら
は
残
念
な
が
ら
註
＠
に
記
す
や
う
な
わ

状
況
の
記
述
が
な
く
、
④
、
⑤
は
古
今
の
修
理
に
よ
る
目
方
の
大
き
け
で

z
、

y
の
値
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
材
料
の
数
は
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
に
よ
る
確
か
な
結
論
は
芽
の
大
凡
の
目
方
が
一
・

な
変
化
が
推
測
さ
れ
、
⑥
も
今
の
蓋
と
器
が
も
と
も
と
一
器
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
に
不
安
が
あ
る
。
勿
論
繍
化
に
よ
る
目
方
の
変
化
の
度

も
同
一
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
ら
、
こ
れ
ら
は
等
、
聞
の
単
位
を
計

算
す
る
材
料
と
し
て
は
甚
だ
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
④
、

⑤
は
除
け
て
も
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
個
の
単
位
を
無
視
し
て
、
等

が
大
略
一
・
三
J
一
・
一
均
の
聞
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
づ
知

ら
れ
よ
う
。

戦国時代の重量単位（林）

右
の
資
料
に
よ
り
、
念
の
た
め
菩
と
畑
の
単
位
を
計
算
し
て
み
る
。

原
理
と
し
て
は
二
つ
づ
っ
総
て
の
可
能
な
組
合
せ
を
作
っ
て
等
と
佃

の
値
を
算
出
し
、
そ
の
平
均
を
取
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
丞
u
を
z

g
、
間
を
等
の

y
分
の
一
と
す
る
と
、
①
と
②
に
つ
い
て

一一一
J
一
・
一
均
の
見
当
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
で
、
も
う
少
し
細
か
い

数
値
は
右
の
①
②
の
組
合
せ
に
よ
る
も
の
だ
け
で
、
平
均
値
を
算
出

す
る
迄
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

然
し
、

一
等
が
一
・
一
一
一
J
一
・
了
時
の
間
の
目
方
で
あ
っ
た
と
い

ふ
結
論
は
、
先
に
布
銭
か
ら
の
計
算
で
得
ら
れ
た
一
尋
一
一
一

O
O
g

と
い
う
値
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
①
と
⑧
の
組
合
せ
で
算

出
し
た
一
等
が
二
一
一
一
五
・
八

g
と
い
ふ
値
が
布
銭
か
ら
算
出
し
た

値
と
極
め
て
近
い
こ
と
は
注
目
に
値
ひ
し
よ
う
。
資
料
が
増
せ
ば
当

然
計
算
し
な
ほ
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
L
に
は
四
捨
五
入
し

(279) 

て
一
季
を
約
一
・
二
三
河
と
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
も
し
一
尋
が
一
・
二
三
河
と
い
ふ
値
が
間
違
っ
て
ゐ
な
い
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と
す
れ
ば
、

「
梁
寄
釘
五
十
当
季
」

の
布
銭
に
出
て
来
る

さ
＆
ざ
の

「
苓
街
」
は
次
の
や
う
な
こ
と
に
な
る
。
即
ち
鄭
家
相
は
考
釘
は
大

き
い
釘
と
い
ふ
意
味
に
解
し
た
が
、
率
『

d

新
は
た
し
か
に
普
通
の
一
新

一二

g
よ
り
も
僅
か
に
重
い
一
二
・
三

g
の
折
で
あ
る
。
か
く
て
考

③
 

街
の
意
味
が
生
き
て
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
き
の
布
銭
に
は
苓
釘

二
釘
に
当
る
布
銭
が
五

O
枚
で
一
警
に
当
る
旨
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

方
、
①
、
②
の
鈷
に
記
さ
れ
た
銘
文
に
よ
っ
て
計
算
し
た
所
で
は
、

警
の
下
の
単
位
の
佃
は
一
等
の
五
三
・
五
分
の
一
と
出
た
。
或
い
は

佃
の
単
位
は
一
幸
の
五

O
分
の
一
で
、
考
街
二
釘
の
前
引
布
銭
は
こ

の
一
一
聞
に
当
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。

知日

の
値
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
が
大
略
二
釘
に
当
る
と
し

て
、
附
表
帥
欄
の
二
釘
の
列
に
当
る
位
置
に
一
細
を
記
入
し
た
、
こ

の
重
量
単
位
の
分
銅
が
ど
う
い
ふ
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
ゐ
た
か
は
明

、
7
c
、。

カ
マ
、
f
t
L

丞
u
は
早
く
西
周
前
期
金
文
に
現
れ
る
古
い
伝
統
の
あ
る
重
量
単
位

で
あ
旬
。
そ
れ
が
昔
の
成
周
（
浴
陽
）
附
近
の
地
域
に
永
く
残
存
し
て

ゐ
た
の
が
、
戦
国
時
代
度
量
衡
の
単
位
の
統
一
化
が
進
み
、
違
っ
た

シ
ス
テ
ム
闘
で
も
換
算
が
便
利
な
や
う
に
改
良
が
行
は
れ
て
い
っ
た

過
程
で
、
こ
の
等
も
五

O
分
し
て
二
新
に
大
体
合
ふ
や
う
な
聞
が
作

ら
れ
ー
ー
ー
貌
が
大
梁
に
都
を
移
し
た
機
会
に
、
貌
で
も
と
か
ら
使
は

れ
た
釘
と
、
こ
の
地
に
昔
か
ら
あ
っ
た
等
の
調
整
が
行
は
れ
た
こ
と
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は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
と
考
へ
ら
れ
る
｜
｜
こ
れ
が
本
来
の
釘
と

区
別
し
て
、
季
折
と
呼
ば
れ
た
、
と
解
釈
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

図

ー
の
銭
文
を
筆
者
の
ご
と
く
読
む
と
す
る
と
、
こ
れ
と
関

聯
の
あ
る
図
二
、

2
の
布
幣
は
当
然

梁
の
街
、
金
尚
（
当
）
帽
す

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
図
二
、
ー
と
殆
ん
ど
同
文
で
、
た
E
「
五
十
」

に
当
る
文
字
が
「
金
」
に
な
っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
金
」
は

数
量
を
表
は
す
語
と
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
図
二
、

1
と
図
二
、

2

の
貨
幣
の
目
方
の
比
は
二
：
一
で
あ
る
か
旬
、
」
の
「
金
」
は
五
十

の
倍
、
百
の
意
味
を
持
っ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
た
だ
し
「
金
」
に

こ
の
や
う
な
訓
詰
は
古
典
に
残
ら
な
い
。
何
か
別
の
文
字
の
仮
借
で

あ
ら
う
か
。

2
と
ほ
ぼ
同
じ
目
方
の
布
銭
で
図
二
、

3
の
ご
と
き
も
の
、

⑧
 

そ
の
約
半
分
の
目
方
の
図
二
、

4
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
。
文
字
は

図
二
、

夫
主

梁
正
圏
、
金
尚
（
当
）
乎

梁
半
回
、
二
金
尚
（
当
）
等



と
読
ま
れ
る
。
固
は
西
周
以
来
戦
固
ま
で
常
に
固
と
書
か
れ
る
尚
と

「
上
」
の
義
だ
ら
う
と
い

は
別
字
で
あ
る
。
王
は
「
尚
」
と
読
み
、

持
が
誤
り
で
あ
る
。
上
部
の
「
八
」
の
劃
は
尚
で
は
固
と
な
る
に
対
し
、

固
で
は
固
に
作
る
。
故
に
固
を
回
（
尚
）
と
固
（
上
）

の
合
文
と
い

ふ
や
う
に
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
字
は
小
に
従
ひ
同
に
従
ふ

と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
何
と
読
む
べ
き
か
明
か
で
な
い
。
と
も
あ

れ
、
こ
れ
ら
の
布
銭
の
文
字
は
「
梁
の
正
式
な
固
で
、
金
（
百
）
で

と
い
ひ
、
後
漢
時
代
山
東
半
島
に
残
存
し
て
ゐ
た
環
を
以
て
銭
を
解

釈
し
て
ゐ
る
。
説
文
に
は

銘
：
：
・
北
方
二
十
両
を
三
鍔
と
な
す

と
い
ふ
。
即
ち
一
揺
は
山
東
半
島
に
残
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
環
と
閉
じ

く
六
両
大
半
両
で
あ
る
。
説
文
は
銀
は
鐸
だ
と
い
ふ
解
釈
を
と
っ
て

ゐ
る
か
ら
、
郵
玄
が
引
く
の
と
同
じ
環
の
制
が
北
方
、
即
ち
戦
国
時

代
の
燕
、
越
の
領
域
に
残
っ
て
ゐ
た
の
を
鍛
と
解
し
、
鮮
の
説
明
に

に
相
当
す
る
」
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら

ゑ
u
に
相
当
す
る
」
、
「
梁
の
半
分
の
値
の
固
で
、
二
金
（
二
百
）
で
等
使
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
山
東
半
島
や
燕
、
越
の
地
域
に
後
漢

時
代
に
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
の
環
の
単
位
は
、
戦
国
時
代
こ
れ
ら
の
地

は
い
づ
れ
も
苓
の
単
位
と
の
換
算
率
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
つ
い
で
に

引
い
て
解
釈
し
て
お
い
た
。

(5) 

環
鈎

右
に
記
し
て
来
た
両
録
制
、
鋳
録
制
の
重
量
、
分
銅
シ
ス
テ
ム
か

戦国時代の重量単位（林）

ら
外
れ
る
も
の
と
し
て
、
環
鈎
制
が
あ
る
。

一
一
一
頁
に
引
い
た
ご

ト
」
／
＼
、

『
周
礼
』
考
工
記
、
冶
人
「
重
三
鋳
」
の
注
に
鄭
玄
は
『
説

文
』
を
引
い
て
錦
は
録
だ
と
い
っ
た
後
、

今
東
茶
の
称
に
或
ひ
は
大
半
両
を
以
て
鈎
と
な
し
、
十
鈎
を
環
と
為
す
。

環
は
重
さ
六
両
大
半
両
（
六
両
三
分
の
二
両
）
な
り

域
で
行
は
れ
た
重
量
制
度
が
こ
の
頃
も
残
存
し
て
ゐ
た
と
考
へ
て
差

支
へ
な
か
ら
う
。
こ
れ
ら
の
地
は
万
銭
の
流
通
し
た
地
域
で
あ
り
、

同
じ
重
量
単
位
が
使
は
れ
て
ゐ
た
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
。

附
表
M
W
欄
に
は
右
の
環
と
鈎
を
両
、
鍬
と
対
応
す
る
所
に
－
記
入
し

て
あ
る
。
こ
の
重
量
制
度
が
実
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
附
表
に
記
入

し
た
や
う
な
単
位
の
分
銅
が
用
ゐ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

一
鈎
以
下

は
同
時
代
に
何
と
い
ふ
名
称
の
単
位
が
用
ゐ
ら
れ
た
か
わ
か
ら
な
い

の
で
、
便
宜
上
「
妹
」
の
単
位
で
記
入
し
て
あ
る
。
環
か
ら
上
の
分

銅
を
記
入
し
て
み
る
と
、
三
環
で
両
妹
制
の
二

O
両
の
所
に
合
致
す

る
。
説
文
に
「
二
十
両
を
三
釘
（
”
鍛
u
環
）
と
な
す
」
と
あ
る
の
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は
こ
の
換
算
に
便
な
分
銅
を
用
ゐ
て
言
っ
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。
二

O
両
は
こ
の
や
う
に
環
鈎
制
と
両
録
制
の
換
算
に
端
数
の
出
な
い
便

利
な
目
方
で
あ
る
点
、
両
録
制
と
錨
街
制
の
廿
四
両
と
同
様
な
地
位

一
錯
、
一
金
が
廿
両
と
い
は
れ
、
ま
た
廿
四
両
が

を
占
め
て
ゐ
る
。

一
錨
と
も
い
は
れ
る
。
こ
れ
は
重
量
制
度
の
違
っ
た
所
で
も
す
ぐ
通

用
す
る
便
利
な
重
さ
の
単
位
と
い
ふ
こ
と
で
定
め
ら
れ
た
も
の
と
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

環
鈎
制
は
、
両
銑
制
ま
た
は
そ
の
中
聞
の
目
方
の
分
銅
を
使
ふ
鋳

鎧
制
と
、
分
銅
の
目
方
に
ず
れ
が
あ
り
、
他
の
制
の
聞
の
換
算
は
複

雑
な
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
と
、
さ
う
で
は
な
い
。
表
の
帥
欄
の
両

録
制
、
錫
鍍
制
の
分
銅
に
対
応
す
る
所
に
（

）
内
に
入
れ
て
記
し
た

ご
と
く
で
、
環
鈎
制
の
分
銅
を
使
っ
て
他
の
両
式
の
分
銅
に
対
応
す

る
目
方
を
端
数
な
し
に
計
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
戦
国
時
代

の
商
人
や
役
人
も
、
ち
ょ
っ
と
頭
を
使
へ
ば
、
或
ひ
は
頭
を
使
は
な

く
て
も
簡
単
な
表
を
用
意
し
て
お
け
ば
、
自
分
の
使
ひ
な
れ
た
分
銅

を
使
っ
て
別
の
地
域
で
使
は
れ
る
違
っ
た
呼
称
の
目
方
を
計
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

な
ほ
右
と
は
別
に
環
と
い
ふ
単
位
を
一
記
し
た
も
の
と
し
て
「
半
量
」

の
円
銭
が
あ
旬
。
関
野
雄
が
形
式
か
ら
み
て
先
秦
時
代
の
も
の
で
、

「
半
」
字
の
字
体
か
ら
秦
の
も
の
か
、
と
い
～
叩
も
の
で
あ
る
。
こ
の

⑫
 

量
に
つ
い
て
李
佐
賢
は
量
を
闘
と
読
み
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半
園
の
言
は
古
の
図
法
の
半
に
あ
た
る
べ
し

と
い
ふ
。
園
法
と
は
『
漢
書
』
食
貨
志
下
に

太
公
周
の
為
に
九
府
の
園
法
を
立
つ

と
い
ふ
も
の
だ
が
、
園
法
の
園
が
銭
だ
と
い
ふ
李
奇
の
説
は
古
く
顔

「
半
景
」
の
量
の
説
明

師
古
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
、

⑬
 

と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
。
加
藤
繁
は
こ
の
説
に
従
ひ
、

半
円
は
一
円
に
対
す
る
語
で
あ
る
か
ら
、
当
時
半
円
な
る
銭
と
一
円
な

る
銭
が
並
び
行
は
れ
た
こ
と
は
、
恰
も
方
足
布
に
両
県
半
釘
と
虞
一
新
と

が
あ
り
：
：
・
が
あ
っ
た
如
く
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
現
在
「
一
円
」
な
る

銭
は
伝
は
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
半
円
銭
の
存
在
は
や
が
て
一
円
銭
の
嘗

て
存
在
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
見
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
さ

う
し
て
一
円
と
い
ふ
名
称
は
勿
論
一
個
の
円
、
一
個
の
円
単
位
の
貨
幣

の
義
で
あ
っ
て
、
此
の
場
合
円
な
る
語
は
既
に
円
形
を
意
味
せ
ず
し
て

貨
幣
其
の
物
を
意
味
す
る
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
ふ
。
折
角
の
説
で
あ
る
が
従
ひ
難
い
。
虞
の
半
折
、
秦
の
半
両

と
い
っ
た
貨
幣
の
折
、
両
が
重
量
の
単
位
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。

然
ら
ば
同
語
法
の
「
半
景
」
の
量
も
重
量
単
位
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

「
半
周
一
一
」
の
貨
幣
の
目
方
は
日
本
銀
行
所
蔵
の
標
本
五
個
に
つ
い



て
計
っ
て
い
た
だ
い
た
所
で
は
五
・
二

l
七
・
四

g
あ
る
。
貨
幣
が

名
目
よ
り
重
い
こ
と
も
考
へ
難
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
半
量
は
九
妹

6
g
の
線
に
は
乗
る
ま
い
。
こ
の
目
方
に
よ
っ
て
量
一
の
単
位
重
量
を

推
測
す
る
と
、
大
体
半
景
は
半
両
、
即
ち
一
量
は
一
両
に
当
る
の
で

は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
秦
の
領
域
で
、
両
を
量
と
称
し
た
地
で

で
も
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。

旦
一
は
境
乃
至
は
銀
と
音
が
通
ず
る
が
、
こ
の
景
は
そ
の
倍
の
目
方

の
単
位
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
こ
れ
に
玉
扇
を
つ
け
た
山
東
半
島

の
環
と
は
全
く
異
な
っ
た
体
系
に
属
す
る
も
の
と
知
ら
れ
た
。
環
と

混
同
し
な
い
や
う
景
の
文
字
を
用
ゐ
て
附
表
制
欄
に
記
入
し
て
お
い

事

－

o

ふ
yhr

(6) 

錨

錘

戦
国
時
代
の
重
量
制
度
は
大
変
複
雑
さ
う
に
見
え
る
に
も
か
か
は

戦国時代の重量単位（林）

ら
ず
、
実
際
は
さ
う
で
も
な
か
っ
た
こ
と
が
明
か
に
な
っ
て
来
た
。

先
秦
時
代
に
お
け
る
重
量
の
制
は
甚
だ
複
雑
で
：
：
：
さ
ら
に
「
錘
」
に

は
六
鍬
・
入
銑
・
一
二
両
の
三
説
、
「
錨
」
に
至
つ
て
は
六
銭
・
入
妹
・

一
一
一
妹
・
六
両
・
八
両
の
五
説
が
あ
り
、
そ
の
紛
々
た
る
こ
と
驚
く
ば

⑮
 

か
り
で
あ
る

と
い
は
れ
る
悩
・
錘
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

錨
に
つ
い
て
の
諸
説
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

六
妹
l
『
説
文
』
「
鎖
、
六
妹
也
」

『
准
南
子
』
説
山
訓
「
有
千
金
之
墜
而
無
銘
錘
之
極
諸
」
注
、

同
「
冠
婚
錘
之
冠
、
履
百
金
之
車
」
注
「
六
妹
日
制
掴
」

八
鍬
｜
『
広
韻
』
、
「
八
鍬
為
錦
」

一
二
妹
l
『
風
俗
通
義
』
「
妹
六
則
錘
、
錘
蹄
也
、
二
錘
則
錦
、
鎖
磁
也
、

二
鏑
則
両
也
」

六
両
l
『
准
南
子
』
詮
言
訓
「
雌
割
国
之
鍋
錘
以
事
人
」
注
「
六
両
日
鏑
」

八
両
｜
『
礼
記
』
儒
行
「
雄
分
園
、
如
鍛
鉄
」
注
「
視
之
軽
如
鐙
妹
尖
。

八
両
日
鎖
」

錘
に
つ
い
て
の
諸
説
は
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

六
妹
｜
『
風
俗
通
義
』
「
銑
六
則
錘
」

八
鍬
｜
「
説
文
』
「
錘
、
入
銀
也
」
『
准
南
子
』
説
山
訓
「
有
千
金
之
墜

而
無
鎖
錘
之
磁
諸
」
注
「
八
鍬
日
錘
、
言
其
賎
也
」

一一一両
l
「
准
南
子
』
詮
言
訓
「
六
両
日
錦
、
倍
錨
日
錘
」

こ
れ
を
附
表
例
欄
に
記
入
し
て
み
た
。
前
引
『
准
南
子
』

の
注
に
い
ふ
ご
と
く
、
鑑
、
錘
は
そ
の
値
が
安
い
こ
と
を
い
ふ
の
で

『
礼
記
』

あ
る
か
ら
、
『
礼
記
』
儒
行
、
『
准
南
子
』
詮
言
訓
の
注
に
「
両
」
の

単
位
を
使
っ
て
説
明
し
て
ゐ
る
の
は
、
恐
ら
く
「
銑
」
の
誤
り
で
あ
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ら
う
。
そ
れ
は
お
く
と
し
て
も
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
鎖
、
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錘
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
そ
の
単
位
は
い
づ
れ
も
両
録
制
、

郵
録
制
、
環
鈎
制
い
づ
れ
か
の
分
銅
の
線
上
に
載
っ
て
ゐ
て
、
外
れ

た
も
の
は
一
つ
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
や
う
に
解
さ
れ

る
。
即
ち
、

「
両
」
以
上
の
大
き
い
単
位
と
の
つ
な
が
り
が
わ
か
ら

な
い
、
尚
、
錘
と
い
ふ
や
う
な
僅
少
な
重
量
単
位
に
つ
い
て
の
多
く

の
説
も
、
前
記
三
制
の
重
量
・
分
銅
制
を
外
れ
た
も
の
が
な
い
こ
と

は
、
戦
国
時
代
の
重
量
制
に
は
こ
の
三
制
か
ら
外
れ
た
も
の
が
ど
う

も
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
有
力
に
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
ま

た
諸
説
が
あ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
こ
の
三
制
の
線
の
上
に
載
っ
て

来
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
重
量
が
誤
伝
に
よ
っ
て
分
岐
し
た
と
い
ふ

よ
り
、
戦
国
時
代
に
実
際
に
異
る
重
量
に
対
し
て
舗
、
錘
の
名
称
が

用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
と
解
す
べ
き
こ
と
を
示
す
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。

婚
に
関
す
る
実
物
の
資
料
と
し
て
「
両
箇
」
円
銭
が
あ
る
。
四
川

省
巴
県
冬
多
額
四
九
号
基
か
ら
一
包
み
に
さ
れ
た
半
両
銭
と
混
っ
て

＠
 

出
土
し
て
ゐ
る
の
で
、
秦
後
期
の
貨
幣
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
両
箇
銭
八
例

を
測
っ
た
結
果
、
表
裏
共
凸
帯
の
な
い
類
を
除
く
と
、
七
・
二
J
五
・

一一一

g
の
聞
の
目
方
が
あ
句
こ
の
目
方
及
び
巴
県
冬
勢
璃
四
九
号
墓

で
半
両
銭
に
混
っ
て
こ
れ
と
一
緒
に
一
包
み
に
さ
れ
て
ゐ
た
事
実
か

ら
、
両
歯
、
が
半
両
に
当
る
目
方
と
さ
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
疑

一
箇
は
四
半
両
、

ひ
な
か
ら
う
。
両
箇
、
即
ち
二
飴
が
半
両
だ
か
ら
、

＠
 

六
銑
に
当
る
目
方
と
考
へ
ら
れ
る
。
『
説
文
』
、
『
准
南
子
』
説
山
訓
注

の
錨
が
六
鍬
だ
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
秦
の
制
に
当
る
も
の
で
あ
る
。

( 7) 

結

び

戦
国
時
代
の
重
量
制
度
は
た
し
か
に
単
一
な
制
度
で
統
一
さ
れ
て

は
ゐ
な
い
。
目
立
つ
も
の
で
も
秦
の
両
録
制
、
三
晋
の
鎧
釘
制
、
斉

の
鍔
録
制
、
山
東
半
東
、
燕
越
の
環
鈎
制
、
周
の
周
辺
の
等
個
制
が

数
へ
ら
れ
、
三
種
の
異
な
っ
た
分
銅
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
ひ
と
し
く

用
ゐ
ら
れ
た
錦
、
錘
と
い
っ
た
小
単
位
に
対
す
る
名
称
も
あ
る
。
ま

（
銀
）
と
環
と
量
、
街
と
斤
、

錫
と
等
、

一
六
銑
の
鈎
と
三

O
斤
の
鈎
等
、
異

た
そ
の
属
す
る
シ
ス
テ
ム
は
別
で
あ
る
と
は
い
へ
、

な
っ
た
単
位
を
指
す
の
に
ま
ぎ
ら
は
し
い
名
称
が
使
は
れ
て
ゐ
る
。

然
し

ωー

ω節
に
わ
た
っ
て
記
し
た
ご
と
く
に
こ
れ
ら
を
解
し
、
ま

た
こ
れ
を
附
表
の
ご
と
く
ま
と
め
て
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
始
め
の
印

象
程
に
は
複
雑
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
単
位
重
量
の
名
は
多
岐

に
わ
た
っ
て
ゐ
る
と
は
い
へ
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
三
種
の
分
銅
制

度
に
帰
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
相
互
間
の
換
算
の
操
作
は
右
に
見
た
ご
と

く
一
向
に
面
倒
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

(284). 124 
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戦
国
時
代
の
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
の
重
量
制
度
聞
の
比
較

的
換
算
し
易
い
状
況
は
、
勿
論
通
商
上
の
便
宜
の
た
め
に
人
為
的
に

調
整
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
例
へ
ば
両
銑
制
で
三

O
斤

を
一
鈎
と
す
る
と
い
ふ
三

O
斤
と
い
ふ
数
は
、
両
妹
制
の
中
で
利
便

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
戦
国
時
代
の
、
前
に
明
ら
か
に
し
た

三
つ
の
主
要
な
重
量
・
分
銅
シ
ス
テ
ム
夫
と
の
一
斤
目
三
八
四
銑
と

一
鐘
H

五
七
六
鉱
と
一
環
n

二ハ
O
鎌
の
最
小
公
倍
数
一
一
五
二

O

銑
が
三

O
斤
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
鈎
n
二
O
錘
H

七
二
環
と
い
う

換
算
に
便
な
数
値
と
い
ふ
こ
と
か
ら
撰
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
か
で
あ
る
。
西
周
時
代
以
来
の
古
い
伝
統
を
持
っ
た
地
域
の
等
が
、

二
釘
に
近
似
し
た
値
の
畑
に
約
五

O
等
分
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
、

戦
国
時
代
の
重
量
制
の
趨
勢
に
も
か
か
は
ら
ず
、
す
っ
き
り
調
整
さ

れ
損
っ
た
も
の
で
あ
る
。
呼
が
他
の
重
量
と
異
な
り
、
不
自
然
な
下
位

単
位
に
分
割
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
単
位
が
そ
の
名
称
だ

戦闘時代の重量単位（林）

け
で
な
く
、
目
方
そ
の
も
の
も
古
い
伝
統
を
固
持
し
て
ゐ
た
こ
と
を

示
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
よ
う
。
他
の
重
量
制
度
の
ご
と
く
便
利
な
形

に
調
整
さ
れ
損
っ
た
た
め
時
代
か
ら
と
り
残
さ
れ
、
戦
国
の
末
を
待

た
ず
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
漢
時
代
の
鍔
の

訓
詰
に
こ
の

－
一
一
三
岡
に
当
る
訓
詰
が
見
出
せ
な
い
の
は
こ
の
た

め
で
あ
ら
う
。

な
ほ
度
量
衡
と
い
っ
た
も
の
は
、
物
差
や
耕
、
分
銅
、
そ
の
他
実
物

の
証
拠
が
豊
富
に
出
そ
ろ
っ
て
来
れ
ば
、
考
証
や
推
論
を
殆
ん
ど
必

要
と
し
な
い
単
純
な
問
題
で
あ
る
。
か
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
資

料
不
十
分
な
現
段
階
に
お
い
て
知
的
遊
戯
を
行
は
う
と
は
考
へ
な
い
。

こ
の
小
論
は
資
料
の
整
理
を
行
ひ
、
見
通
し
を
立
て
て
み
た
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
将
来
の
資
料
の
増
加
に
よ
っ
て
当
然
訂

正
さ
れ
る
べ
き
試
案
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
。

最
後
に
資
料
を
提
供
さ
れ
た
日
本
銀
行
標
本
貨
幣
係
、
京
都
大
学

文
学
部
博
物
館
、
王
立
オ
ン
タ
リ
オ
博
物
館
の
関
係
の
方
方
、
研
究

に
示
唆
、
批
評
を
賜
っ
た
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
方
方
に
感

謝
の
意
を
表
し
た
い
。

附
論
所
謂
「
郵
愛
」
、
「
陳
委
」
の
愛
に
つ
い
て

通
常
部
品
一
晶
、
陳
差
等
と
名
づ
け
ら
れ
る
遺
物
は
、
戦
国
時
代
に
楚

⑬
 

の
領
域
を
中
心
に
使
は
れ
た
黄
金
の
地
金
で
、
文
字
は
刻
印
さ
れ
、

板
チ
ョ
コ
の
や
う
に
方
形
に
切
っ
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

(285) 

よ
く
知
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
こ
に
刻
印
さ
れ
た
文
字
の
う
ち
、

図
三
、

1
の
右
側
の
文
字
が
部
で
楚
の
園
都
の
名
で
あ
る
こ
と
は
問

125 
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／
 

。

題
あ
る
ま
い
。
左
側
の

文
字
は
方
溶
益
が
霊
と

釈
し
、
銀
と
読
ん
で
以

②
 

来
、
研
究
者
は
み
な
こ＠

 

の
読
み
を
採
っ
て
ゐ
る
。

＠
 

加
藤
繁
は
こ
の
文
字
の

あ
る
金
板
の
標
本
四

O

個
の
目
方
を
計
り
、
こ

れ
ら
の
「
重
量
は
切
り

方
と
厚
さ
の
如
何
に
よ
っ
て
定
っ
た
の
で
一
概
に
は
云
ひ
が
た
い
け

れ
ど
も
、
二
字
完
全
に
切
取
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
文
字

小
な
る
も
の
は
三
匁
余
、
中
の
も
の
は
四
匁
余
、
大
な
る
も
の
は
五

＠
 

匁
に
も
及
ん
だ
」
と
い
ふ

0

グ
ラ
ム
で
い
へ
ば
一
一
｜
↓
九
g
の
間

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
十
一
銭
二
十
五
分
の
十
三
と
い
ふ
銭
の
目

方
よ
り
重
ι

い
か
ら
「
部
品
一
且
の
霊
を
霊
（
鎧
）
と
い
ふ
目
方
の
単
位
を

示
し
た
も
の
と
観
る
こ
と
が
出
来
ね
」
と
し
、
霊
は
金
の
意
味
だ
っ

＠
 

た
ら
う
、
と
い
ふ
意
見
を
出
し
て
ゐ
る
。

こ
の
所
謂
「
部
品
友
」
の
目
方
が
重
量
単
位
の
鐙
と
合
は
な
い
の
は

当
然
で
あ
る
。
こ
の
文
字
は
「
部
商
」
と
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
金
板
の
文
字
は
肉
太
で
筆
劃
が
わ
か
り
に
く
い
か
ら
、
図
三
、

(286) 

ー
の
左
に
わ
か
り
易
く
写
し
て
お
い
た
。
こ
の
文
字
は
さ
き
に
一
一

126 

八
頁
⑥
に
引
い
た
鼎
銘

（図三、

2
）
に
も
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
重

高
三
号
七
佃
」
と
あ
る
宵
は
称
の
省
体
で
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
天
秤

で
量
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
の
金
板
は
必
要
に
応
じ
て
た
が
ね
で
切

り
、
目
方
を
称
っ
て
使
ふ
黄
金
だ
か
ら
舜
（
称
）
と
名
づ
け
ら
れ
て

ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

⑧
 

」
こ
に
冥
と
読
ん
だ
文
字
は
、
西
周
金
文
の
需
字
と
比
べ
る
と
、

下
に
「
又
」
の
要
素
が
余
計
に
加
は
っ
て
ゐ
る
。

一
種
の
繁
休
で
あ

る
。
こ
れ
が
や
は
り
符
と
読
む
べ
き
字
で
あ
る
こ
と
は
次
の
資
料
に

よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
長
沙
附
近
の
前
漢
の
墓
か
ら
「
部

の
文
字
の
あ
る
陶
板
が
多
く
発
見
さ
れ
て
ゐ
匂
（
図
一
二
、

昇
、
部
称
」

3
、
4
）
。
こ
の
文
字
が
部
得
、
部
称
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明

か
で
、
ま
た
そ
れ
以
外
に
読
ん
だ
者
は
な
い
。
こ
の
や
う
な
字
体
で

刻
印
し
た
漢
代
の
黄
金
製
品
は
現
在
に
至
る
ま
で
発
見
さ
れ
て
ゐ
な

ぃ
。
さ
う
す
る
と
、
戦
国
時
代
に
行
は
れ
た
、
墓
に
「
部
実
」
の
文

字
を
刻
し
た
金
板
な
い
し
、
大
多
数
の
場
合
そ
の
陶
製
の
明
器
を
副

葬
す
る
習
慣
が
、
金
板
の
行
は
れ
な
く
な
っ
た
漢
代
に
も
存
続
し
、

陶
板
に
捺
す
文
字
は
同
じ
「
部
停
」
で
も
今
様
に
書
か
れ
る
や
う
に
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な
っ
た
の
が
、

図
三
、

4
の
遺
物
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。

3 

「
部
舜
」
の
停
が
称
と
読
ま
れ
た
こ
と
も
、
ま
た
「
部
称
」
の
陶
板

の
存
在
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

錦
、
鎮
の
重
量
単
位
に
関
聯
し
て
研
究
者
の
頭
を
長
い
間
混
乱
さ

せ
続
け
た
「
部
委
」
の
問
題
は
、
文
字
の
読
み
誤
り
に
起
因
す
る
も

の
で
、
実
は
頗
る
簡
単
に
片
附
く
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ほ
こ
こ
に
舜
と
読
ん
だ
文
字
は
戦
国
時
代
の
者
初
鐘
銘
に
も
使

は
れ
て
を
り
（
図
三
、

5
）
、
郭
沫
若
は
こ
れ
を
酋
と
釈
し
、

霞
即
ち

凱
の
初
文
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
も
改
む
べ
き
で
あ
る
。

図
4

引

用

文

文

字

表

J
U寸

2
4
今
3
V

買

悉
5

弐

6
品
川
円
。

ノに

上

7

八
悶

／＼ 

①
北
京
歴
史
博
物
館
一
九
五
四
、
図
版
六
一
。
湖
南
省
文
物
管
理
委
員
会
一
九
五

四
、
七
。
関
野
一
九
五
六
、
四
五
七
｜
八
に
早
く
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
。

②
険
西
省
博
物
館
一
九
六
四
、
四
五
。

③
陳
一
九
六
四
。

③
八
斤
、
二
ハ
斤
、
ニ

O
斤
、
二
四
斤
の
権
は
、
劉
一
九
三
五
、
一
て
六
ー
一

0
、
三

O
斤
の
権
は
陳
一
九
六
四
、
一
一
二
三
引
、
一
石
の
権
は
羅
－
九
三
て
中
、

三
六
｜
七
及
び
険
西
省
博
物
館
一
九
六
回
。
こ
れ
ら
は
目
方
が
銘
文
に
記
さ
れ
て

ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
他
に
劉
一
九
三
四
、
度
量
衡
、
二
一
、
一
四
に
は
夫
と
十
二

斤
、
二
斤
の
秦
始
皇
詔
権
が
著
録
さ
れ
て
ゐ
る
が
銘
文
に
は
目
方
が
記
さ
れ
て
ゐ

な
い
。
実
物
の
目
方
か
ら
判
定
し
て
命
名
し
た
の
で
あ
ら
う
。
一
斤
、
四
斤
は
関

野
一
九
五
六
、
四
二
四
に
よ
る
。
こ
れ
も
実
物
の
目
方
の
実
測
に
よ
る
も
の
で
、

銘
文
に
は
記
し
て
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑤
郭
一
九
五
回
、
二
入
入
l
九。

⑥
容
一
九
五
九
、
四
、
一
七
。

⑦
貌
季
子
白
盤
は
器
形
は
鎚
、
即
ち
火
鉢
で
あ
る
の
に
「
宝
盤
を
作
る
」
と
あ
る

点
が
滑
稽
で
あ
り
、
字
体
は
清
朝
人
の
習
気
が
強
い
。

③
胡
承
挟
『
小
爾
雅
義
証
』
一
一
一
一
巻
に
『
按
、
秤
俗
字
、
当
作
称
、
御
覧
八
百
三

十
引
孔
殻
子
日
、
斤
十
二
謂
之
衡
、
衡
有
半
謂
之
称
、
「
斤
十
」
下
街
『
一
こ
字
」

ル」。

⑨
な
ほ
こ
の
小
爾
雅
に
、
鍔
の
次
に
斤
が
出
て
来
る
の
は
、
斤
と
の
関
係
を
注
記

し
た
も
の
で
、
鍔
の
上
の
単
位
が
斤
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。

⑮
関
野
一
九
五
六
、
四
三
入
。

⑪
王
一
九
五
七
、
八
一
頁
。

⑫
在
慶
正
は
（
在
一
九
六
五
、
三
一
）
「
自
分
は
上
海
博
物
館
所
蔵
の
全
部
の
銃

布
を
計
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
基
木
的
に
は
主
書
（
王
一
九
五
七
）
の
記
す
と
こ
ろ

と
近
か
っ
た
。
少
数
の
例
外
を
除
き
、
一
般
に
ご
釘
」
布
は
一
一
一
J
一五
g
前

後
で
、
半
新
布
は
五

1
八
g
前
後
で
あ
る
」
と
い
ふ
。
然
し
具
体
的
デ
ー
タ
を
あ

げ
て
ゐ
な
い
の
で
利
用
で
き
な
い
。

⑬
羅
一
九
三
六
、
四
、
二

O
。
劉
一
九
三
五
、
三
、
一
一
｜
二
に
釈
文
あ
り
。
呉

一
八
七
二
｜
三
、
二
一
に
銘
文
模
写
あ
り
。

⑬
在
一
九
六
五
、
一
一
一
一
一

⑮
隙
一
九
六
回
、
三
二
ニ
。

⑮
在
慶
正
は
（
在
一
九
六
五
、
一
一
一
一

1
一
一
）
尖
肩
空
首
大
型
布
に
「
口
口
賞
新
」

と
鋳
出
し
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
が
釘
布
の
最
も
古
い
形
式
で
あ
る
か
ら
、
「
新
」

の
且
且
目
に
最
も
忠
実
で
、
「
新
」
の
目
方
の
単
位
の
標
準
と
な
し
う
る
に
対
し
、

そ
の
後
の
も
の
は
目
方
が
減
少
し
て
ゐ
る
と
考
へ
た
。
そ
し
て
大
型
の
尖
一
周
空
首

布
を
計
っ
た
結
果
、
新
の
目
方
の
単
位
は
三
四
J
七
g
見
当
と
考
で
そ
れ
に
よ
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戦国時代の重量単位（林）

っ
て
さ
き
の
平
安
邦
鼎
の
銘
を
利
用
し
て
一
錨
の
値
を
計
算
し
、
＝
一
四
八
・
七
五

g
と
出
し
た
。
在
の
こ
の
説
は
従
ひ
難
い
。
尖
肩
空
首
布
に
は
「
某
某
釘
」
と
記

さ
れ
て
ゐ
て
、
何
街
と
数
値
が
明
記
し
て
な
い
。
年
間
は
金
と
同
じ
こ
と
で
「
青
銅

貨
幣
」
と
い
う
だ
け
の
意
味
（
王
一
九
五
七
、
八

O
頁
注
②
）
で
あ
る
可
能
性
が

大
で
あ
る
。
ま
た
涯
の
計
算
し
俗
一
鐙
三
四
人
・
七
五
E
を
、
一
鐙
二
四
両
で
計

算
し
て
み
る
と
一
斤
は
一
一
一
二
二
・
五

g
に
、
二

O
両
で
計
算
し
て
み
る
と
二
七
八

・六

g
と
な
り
、
い
づ
れ
も
一
斤
二
五
O
g前
後
と
い
ふ
標
準
と
全
く
合
は
な
い

の
で
あ
る
。

⑫
朱
一
九
六
四
、
三
六
。

⑬
北
京
歴
史
博
物
館
一
九
五
四
、
図
六
－
の
ほ
か
、
平
凡
社
、
世
界
考
古
学
大
系

編
集
に
当
り
、
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
か
ら
平
凡
社
に
贈
ら
れ
た
同
書
同
図
版

写
真
焼
付
を
参
照
し
て
模
写
し
た
。

＠
鄭
一
九
五
入
、
一
二
三
。

③
従
来
実
に
様
様
な
読
み
方
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
一
一
挙
げ
切
れ
な
い
（
丁
一

九
三
入
、
下
、
一
七
｜
二
二
。
警
へ
は
「
こ
れ
が
十
二
録
の
目
方
の
貨
幣
五
個

に
相
当
す
る
」
と
か
「
こ
の
節
が
一
枚
で
五
新
で
、
二
枚
で
十
銃
に
当
る
」
と
か

（
関
野
一
九
五
六
、
注
mu
所
引
）
、
「
こ
の
銭
が
五
訴
に
当
り
、
十
二
専
に
相
当
す

る
」
と
か
（
王
一
九
五
七
三
い
づ
れ
も
鍔
は
鍍
だ
と
い
ふ
誤
っ
た
旧
説
に
と
ら

は
れ
た
所
も
あ
る
わ
け
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
戦
国
時
代
の
文
字
に
対
す

る
知
識
の
程
が
疑
は
れ
る
。

＠
王
一
九
五
七
、
三
五
。

②
江
、
氷
『
周
礼
疑
義
挙
要
』
考
工
記
、
一
。

＠
関
野
一
九
五
六
、
四
四

O
。

⑫
朱
一
九
五
六
、
二
ニ
六
。

②
梅
原
一
九
三
七
、
図
版
一
七
。

③

巧

E
Z
H
U
U也、

E
・
HH0・
5
M怠一
E
S
P
P・

②
以
下
は
筆
者
の
問
合
せ
に
対
し
、
同
博
物
館
副
館
長
出
2
Z
E
2
8
Z
P
女

史
の
好
意
に
よ
り
、
同
館
技
官
。
包

g
g
ゎ
EZω

女
史
に
御
提
供
い
た
だ
い

た
デ
ー
タ
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

③
当
日
H

－Z
H由
ω由
・
】

V
F
H
H
Y
S
N
印。一
2
・
H袋
、
目
。

命日
V

4
『

F
H
件。

H
由一

wp
］

V
「
回
目
白
司
目
。

③

君

主

Z
5
3・
2
・
H
o
r
s
N
U
Y
一HU－－
H∞
叶
・
由

＠
郭
一
九
五
七
、
考
釈
二
ニ
。

②
李
一
九
五
九
、
六
二
｜
三
。

＠
①
と
③
は
銘
文
に
同
じ
目
方
が
－
記
さ
れ
な
が
ら
、
実
際
の
目
方
が
違
ふ
か
ら
、

②
と
③
は
③
の
方
が
銘
文
に
記
さ
れ
る
目
方
の
数
値
が
大
き
い
の
に
、
現
在
の
目

方
は
②
よ
り
軽
い
か
ら
、
夫
と
計
算
す
る
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
。
残
る
①
と
⑥
、

②
と
⑥
、
③
と
⑥
の
組
合
せ
の
内
、
①
と
⑥
で
計
算
す
る
と

y
が
約
一

0
・
人
と

な
り

y
は
①
、
③
よ
り
一
一
一
一
一
よ
り
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
都
合

が
悪
い
。
②
と
⑥
で
計
算
す
る
と

y
が
二
・
一
と
出
て
こ
れ
も
同
様
都
合
が
悪

く
、
③
と
⑥
で
も

y
が
一
二
・

O
と
な
り
、
同
様
都
合
が
惑
い
の
で
あ
る
。

＠
昌
削
と
奪
新
の
差
は
僅
か
で
あ
る
か
ら
、
貨
幣
の
遺
物
か
ら
は
そ
の
違
ひ
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

＠
郭
一
九
五
四
、
二
八
九
。

＠
王
一
九
五
七
、
三
五
。

⑧
同
右
。

＠
王
一
九
五
七
、
三
六
。

＠
王
一
九
五
七
、
図
版
四
二
、
日
。

＠
関
野
一
九
六
二
、
七
九
。

⑫
古
銭
庭
、
利
、
ニ
。

⑬
加
藤
一
九
五
二
、
二
ハ
｜
七
。

＠
園
銭
ロ
0
・
五
四
七
・
三

g

。

ロ
0
・
五
五
七
・
四
E

O

ロ0
・
五
六
七
・
三

g

h

ゲ
ロ
0
・
五
七
五
・
入
g

ク
ロ
0
・
五
八
五
・
二

E

こ
れ
ら
の
標
本
及
び
注
＠
に
引
く
標
本
の
計
量
に
当
つ
て
は
日
本
銀
行
調
査
局

主
査
妹
尾
守
雄
、
同
広
瀬
武
両
氏
の
手
を
わ
づ
ら
は
せ
た
。
記
し
て
御
厚
意
に
感

(289) 129 



謝
の
怠
を
表
し
た
い
。

＠
関
野
一
九
五
六
、
七
九
。

⑮
沈
、
王
一
九
五
五
、
五
三
。
鴻
等
一
九
五
八
、
九
O
。

＠
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
蔵
（
同
考
古
資
料
目
録
一
二
、
二
五
四
頁
、
五
一
三
ハ
h
）

六
－
五
八

g

日
本
銀
行
蔵
。

ホ
園
銭

5
・
九
O

七・

O
g

＊
ク
ロ
0
・
九
一
七
・
二

g

。
ロ
0
・
九
二
五
・
六
g

＊ク

5
・
九
三
六
・
六
E

ク
ロ
0
・
九
四
六
・
五
g

o

ロ
o
九

五

五

・

三

g

yク
ロ
。
・
九
六
四
・
二

g
e

＊
表
裏
共
に
縁
に
凸
帯
あ
り
。

無
印
表
の
み
縁
に
凸
帯
あ
り
。

M

表
裏
共
縁
に
凸
帯
な
し
。

＠
関
野
一
九
六
二
、
七
人
に
両
箇
銭
に
つ
い
て

『
説
文
』
に
「
絡
は
六
錬
な
り
」
と
あ
る
か
ら
、
「
両
鎖
」
は
一
一
一
録
つ
ま
り

半
両
に
等
し
い
。
：
：
：
ま
た
そ
の
（
四
川
巴
県
発
見
の
両
箇
銭
、
筆
者
注
）

重
さ
の
四
・
八
瓦
が
二
一
錬
に
当
た
る
と
す
れ
ば
、
二
四
銑
の
一
両
は
九
・

六
瓦
と
な
り
、
統
一
前
の
秦
に
お
け
る
重
量
単
位
と
完
全
に
一
致
す
る
。

と
あ
る
が
、
巴
県
発
見
の
両
箇
銭
の
目
方
は
報
告
唱
に
見
出
せ
な
か
っ
た
。
報
告

の
写
真
（
鴻
等
一
九
五
人
、
図
版
入
、
ロ
）
記
述
（
沈
、
王
一
九
五
五
、
五
三
頁
）

に
よ
る
と
こ
の
両
箇
銭
は
縁
に
凸
帯
が
あ
る
が
、
京
大
、
日
銀
所
蔵
の
こ
の
形
式

の
貨
幣
は
「
四
・
八
瓦
」
よ
り
重
い
。
「
一
両
が
九
・
六
瓦
」
と
い
ふ
の
も
何
か

の
思
ひ
違
ひ
と
思
は
れ
る
。

⑬
関
野
一
九
六
二
、
八
七
｜
九
二
。

＠
方
一
九
三
五
、
二
九
、
二
八
｜
九
。

＠
加
藤
一
九
五
二
、
二
一
二
、
白
一
九
五
七
、
王
一
九
五
七
、
八
五
｜
六
、
鄭

一
九
五
入
、
一
九
九
｜
二

0
0、
張
一
九
五
九
、
関
野
一
九
五
六
、
四
四

O
l
一、

関
野
一
九
六
二
、
八
八
等
。

＠
加
藤
一
九
五
二
、
二
一
ー
二
。

＠
こ
れ
以
外
の
目
方
の
資
料
は
王
一
九
五
七
、
八
九
、
張
一
九
五
九
、

に
み
ら
れ
る
。

＠
加
藤
一
九
五
二
、
二
六
｜
七
。

＠
容
－
九
五
九
、
四
、
一
五
。

＠
関
野
一
九
六
二
、
九
二
。

②
郭
一
九
五
八
、
四
。
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引
用
文
献
目
録
（
著
者
名
五

O
音
順
）

子
省
吾
一
九
五
七
、
商
周
全
文
録
退
、
北
京

梅
原
末
治
一
九
三
七
、
洛
陽
金
村
古
墓
緊
英
、
京
都

王
銃
鐙
一
九
五
七
、
我
国
古
代
貨
幣
的
起
原
和
発
展
、
北
京
。

在
康
正
一
九
六
五
、
一
五
年
以
来
古
代
貨
幣
資
料
的
発
現
和
研
究
中
的
若
干
問
題
、

文
物
一
九
六
五
、
て
二
六
｜
三
六
。

郭
沫
若
一
九
五
四
、
毛
公
鼎
之
年
代
、
金
文
叢
考
、
北
京
、
二
五
五
｜
三

O
て

郭
沫
若
一
九
五
七
、
両
周
金
文
辞
大
系
図
録
考
釈
、
北
京
。

郭
抹
若
一
九
五
八
、
者
羽
鐙
銘
考
釈
、
考
古
学
報
、
一
九
五
入
、
て
三
｜
六
。

加
藤
繁
一
九
五
二
、
支
那
経
済
史
考
証
、
上
、
東
京

河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
第
一
隊
一
九
五
七
、
我
国
考
古
史
上
空
前
的
発
現
、
信

陽
長
台
関
発
掘
一
座
戦
国
大
墓
、
文
物
参
考
資
料
一
九
五
七
、
九
、
二
一

l
一二二。

呉
大
激
一
八
七
二
｜
三
、
恒
軒
所
見
所
蔵
吉
金
録

湖
南
省
文
物
管
理
委
員
会
一
九
五
四
、
長
沙
左
家
公
山
的
戦
国
木
榔
墓
、
文
物
参
考

資
料
一
九
五
四
、
一
二
、
三

l
一九。

朱
捷
元
一
九
六
四
、
検
西
省
輿
平
県
念
流
察
和
臨
撞
県
武
家
屯
出
土
古
代
金
餅
、
文

物
一
九
六
四
、
七
、
三
五
｜
入
。

朱
徳
照
一
九
五
六
、
洛
陽
金
村
出
土
方
査
之
校
昼
、
北
京
大
学
学
報
、
人
文
科
学
、

一
九
五
六
、
四
、
ご
二
五
｜
入
。



関
野
雄
一
九
五
六
、
先
秦
貨
幣
の
重
量
単
位
、
中
国
考
古
学
研
究
、
四
一
九
｜
五
九
。

関
野
雄
一
九
六
二
、
先
秦
貨
幣
雑
考
、
－
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
、
二
七
、
五
一
一
一

l
一

O
五。

除
西
省
博
物
館
一
九
六
四
、
西
安
市
西
郊
高
容
村
出
土
秦
高
奴
銅
石
権
、
文
物
一
九

六
回
、
九
、
四
二
五
。

張
蒲
生
一
九
五
九
、
江
蘇
「
部
委
」
、
文
物
一
九
五
九
、
四
、
一
一
ー
1
二。

沈
仲
常
、
王
家
祐
一
九
五
五
、
記
四
川
巴
県
冬
手
靖
出
土
的
古
印
及
古
貨
幣
、
考
古

通
訊
一
九
五
五
、
六
、
四
人
1
五
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Eigenarten der griechischen Sprache. Die Mythologie bezieht sich haupt-

s邑chlich<lurch die Gewerbe auf die Natur. Es sind aber keine wichtigen 

Mythen in bezug auf die Fischerei und das Meer. Dagegen sind die 

auf die Viehzucht bezi.iglichen Mythen sehr reich und wichtig, und die 

Mutter Erde ist der Ursprung des Weltalls. Fi.ir die Griechen ist die 

Erde, worauf die Menschen stehen, die wichtigere Gottheit als der 

Himmel und die Sonne. Damit sind die Bedingungen der den Menschen 

nahen Umwelt notwendig in der Mythologie ausgedri.ickt. 

Chinese Weight Unit in the Warring States Period 

by 

Minao Hayashi 

The weight unit system in the Warring States period has been very 

complicated, among which di妊erentopinions about unit weight of Liieh 

鋳 andRuan援 shouldbe found as early as the Eastern Han後漢 era,

being in confusion. 

This article shall explain to correct mistakes by arranging many 

theories of all ages about Liieh and Ruan thanks to the resources of 

remains and inscriptions in the Warring States period to confirm the 

unit of I錨， Chin~ units through the same remains and to clarify the 

existence of the unit of Ruan-Chi.in環・鈎 confusedwith Liieh and 

Ruan in the Han dynasty ; and to restore and make a supplement list 

of balance weights used in each weight system after the balance weight 

in the Warring States period from Changsha Hunan Province. 

The weight and balance weight system in the Warring States period 

shall be explained with the assumptson that the above-mentioned and 

others largely came to the systems of Liang-shu両・銑， Liiehand Ruan 

and Ruan and Chi.in環・鈎， werein an easy condition of conversion in 

each other, and had been in the last stage of the unification trend of 

the weight system in the whole country. 
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